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新 旧 対 照 表 

  (注)アンダ－ラインを付した部分は、改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

  

深夜勤務者（労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一

部又は全部を午後10時から翌日午前５時までの間において行う者をいう。）に対し、使用者

が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく

困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与（労働基準法第37条第１項《時間

外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。）に

加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が650円以下のものにつ

いては、課税しなくて差し支えないものとする。 

深夜勤務者（労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一

部又は全部を午後10時から翌日午前５時までの間において行う者をいう。）に対し、使用者

が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく

困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与（労働基準法第37条第１項《時間

外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。）に

加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものにつ

いては、課税しなくて差し支えないものとする。 

  

附 則 （新 設） 

（経過的取扱い）  

この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和８年４月１日以後に支給すべき金銭に

ついて適用し、同日前に支給すべき金銭については、なお従前の例による。 

 

 


